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プレア政権下の地域分権（その２）

江上能義

TheDevolutionintheUnitedKingdo、（Part２）

ＥＧＡＭＩＴａｋａｙｏｓｈｉ

６ウェールズの地域分権

（１）新ウエールズ憲法：ウエールズ政府法（1998年）

ウェールズ議会（theNationalAssemblyforWalesorCynulliad

CenedlaetholCymru）は英国憲法上で前例のない制度である。1998年のウェー

ルズ政府法は、行政部の権限委譲のユニークな仕組みを創出した。その主たる

目的は、そのウェールズ議会に対して、公共支出のための予算を決定したり、

公共機関の目標を設定したり、その遂行を監視する等のウェールズに関わる行

政活動についての中央政府の責任の大半を転移させることにある。ウェールズ

議会は立法府ではない。その理由は、第一次的法律を制定する一般的な能力が

ないからである。その機能は英国議会にある。しかしながらこの議会は、国会

法に規定された条件内で、時には広範囲に及ぶ効力をもつ下位の法を制定する

広範な権限をもつだろう')。

ウェールズ議会はウェールズ省大臣から引き継いだ18の分野で政府の職務を

遂行するが、それは英国の国王のためである。その職務は個々の閣僚にではな

く、共同組織体としてウェールズ議会に集合的に与えられるのであって、法律

的には政策や決定の責任をとるのは、ウェールズ蟻会全体である。しかしなが

】Ｊ・BarryJoneB＆DenisBalson（ＣＯ・ｅｄ.)，７１ﾉieRomtoCbeMzEio“ＪＡＳＳ垣ｍｂＺｙノｂｒＷ血leS

Unive応ityofWalesPress，Cardiff，2000,ｐ､229.
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らその全構成員はまた、より情報がいきわたっていて、かつより焦点の合った

政策の実現に寄与し、そしてその政策形成過程に検査と説明資任と透明性をいっ

そう拡大することが期待されている。原則的にはウェールズ議会はその活動に

関して高度の自由をもっているが、しかし多くの重要な点で、議会は、中央政

府に留保されている財源がどれほど操作の余地があるのか、そしてウェールズ

省大臣や中央省庁との関係がどれほど効果的に形成・維持されるのかにかかっ

ているといえよう2)。

（２）ウェールズ議会の選挙と発足

1999年５月、スコットランドと同時に実施された初めてのウェールズ議会総

選挙の結果、表３に示されるように、労働党は総議席60のうち28議席を得て第

１党となったが、過半数を制することができなかった。

表21997年５月英国下院総選挙結果（ウェールズ）

譲席増減得』,､率増減

３＋５２１％

ロ０石＋１１２％

－００８％

１９．，-8.98％■

表31999年５月第１回ウェールズ議会総選挙結果（蟻席数と得票率）

小選挙区比例代表合

（3７１５

９（２８４％）８（３０６％）１７

１（１５８％）８（１６５％）９

３（１３５％）３（）６

＊括弧内は得票率

２１bid.,pp229-23U

議席 増減 得票率 増減

労働党 3４ ＋７ 54.71％ ＋5.21％

ウェールズ国民党 ４ ０ 9.95％ ＋1.12％

自由民主党 ２ ＋１ 12.36％ -0.08％

保守党 ０ －８ 19.59％ -8.98％

小選挙区 比例代表 合計

労働党 2７（37.6％） １（35.5％） 2８

ウェールズ国民党 ９（28.4％） ８（30.6％） 1７

保守党 １（15.8％） ８（16.5％） ９

自由民主党 ３（13.5％） ３（12.5％） ６
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ウエールズ議会は立法権も課税権も持たなかったので、主要政党のマニフェ

ストは通常の選挙公約を盛り込むことができなかった。したがって当然ながら

選挙キャンペーンは内容に乏しかった。諸政党の約束する変革も大半が、現在

の予算と資源内の既存プログラムを焼き直すことに限られた。その中で、ウェー

ルズ国民党のマニフェストの内容が最も豊富で、ウェールズ議会の現在の権限

を拡大するプログラムを打ち出した。ウェールズ国民党だけが、「ウェールズ

の要望に応えるために、ウェールズ人によってウェールズで創り出された政策

を持っている。この１党だけがウェールズ人のための政策やキャンペーンに専

念してきたし、この１党だけが新しいウェールズと新しいヨーロッパのために、

ウェールズ議会を活動させることができる｡」3)。ウェールズ国民党はこれまで

に多少の変身を遂げ、その公式名称として、これまでのウェールズ語の名称に

加えて、‘thePartyofWales,の小見出しを採り入れていた。ロゴとアイデ

ンティティについての小さな付加は、ウェールズ語の中心地域から飛び出した

いというこの政党の願望を明示していた。それはまたウェールズ国民党を、ウェー

ルズ語を話す人々の政党としか見なさない大半のウェールズ人の見方を変えよ

うとする試みでもあった。また選挙運動期間中、“究極的にはウェールズの独

立',を示唆するような語句を自党のウェプサイトから消去していた。

一方、労働党は英国労働党政府の公式記録・見解に基づいて選挙を戦うしか

なかった。このことは、分権政策を実行したのは労働党であることを有権者に

思い起こさせる利点があったが、ウェールズの諸問題に論議を限るよりもむし

ろ、ロンドン政府の成功・失敗に関心が集中する危険性を伴った。とりわけア

ラン・マイケル（AlunMichael）がウェールズ労働党代表に選出されたこと

への怒りは、ウェールズ労働党がロンドンの首相官邸や党本部によって操られ

るのではないかという懸念を特徴づけているようにみえた。労働党は選挙キャ

３１bid.，ｐ２１４．



政策科学・国際関係論集第六号（2003）４

ンペーン中、ウェールズ国民党がウェールズの独立を達成しようとしていると、

激しく攻撃した。そしてその野望が人々に知られないように隠蔽していると。

しかしながら有権者には、独立や自立や自治の違いがはっきりしなくなってい

た4)。

保守党はいうまでもなく分権に反対だった。だがリファレンダム以降、地域

分権を認めたウェールズ国民の決定を受け入れることに同意した。しかしなが

ら保守党は、そのリファレンダムで棄権した人々または反対した人々を代表す

るために選挙を戦うという見解を示した。そしてそのマニフェストは、ウェー

ルズ国民党が支配力をもつグウィネズ（Gwynedd）のような地方で、英語し

かわからない者を差別するために用いられる言語政策の亡鍵を蘇らせた。自由

民主党はより大きな効率化を実行することによって、ウェールズにおけるプロ

グラムのための資金増大を確保すると約束した。だがその「ビッグ・アイディ

ア」は、政治家たちに対して一種の実績に基づく支払いを導入できるかどうか

にかかっていた。自由民主党のこのアイディアは有権者の関心をさほど惹きつ

けられなかったら)。

．「静かな革命」（`quietrevolution'）の結果、おおかたの予想に反して、労

働党はその強力な地盤であった３選挙区でウェールズ国民党に敗れた。労働党

の選挙区での得票率は376％で、1997年総選挙の得票率から17％以上も減少し

た。一方、ウェールズ国民党の得票率は、９７年総選挙の得票率から18.5％も上

昇して、28.4％となった`)。しかしながら他の３政党は緊密に結びつく政権の

場を形成できなかったので、労働党は少数派政権として統治することを決定し

た。

そこで政権を維持していくために、他の政党と交渉し調整する作業が不可欠

４１bid.｡ｐｐ214-226.

51bid.，ｐｐ､２１５．

６１bid.，ｐ､218.
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となった。９７年のリファレンダムに際して支持する３政党間で交渉と調整の過

程を経験ずみではあったが、労働党は他の政党の要求を受け入れざるをえず、

全般的な統率力を発揮できなかった。交渉と調整の主な舞台は、全政党の運営

幹事が議会副議長のＪ・デビッドソン（JaneDevidson）の下で集合する議会

運営委員会（theAssemblyもbusinesscommittee）であった。議会運営の交

渉企画のパターンは、労働党が過半数を制することができないことを認識する

と同時に決まった。運営委員会では票決は行われず、総体的に全体の合意によっ

て運営されている。それは新制度の構造的な複雑性の中で手探りで進む諸政党

が用いた重要なメカニズムであった。ウェールズ議会は、議会制度が通常、そ

うであるように、共同組織体（acorporatebody）として設立され、立法機

能と行政機能が分離的であるよりもむしろ、両者を結合させた。新議会が発足

した初年度に生じた多くの緊張は、この難問の所産であった。議長（the

PresidingOfficer）は議会の両機能をはっきり分離しようと提案した。議員

たちが自分たちの権限の度合いを絶えず試そうとして緊張が高まった。実際に

はこれらの権限は、財布のひもだけでなく第一次的な立法権を保持し続けよう

とする英国議会によって、厳しい制約を受けた。多くの面で初年度は、新識員

たちにとって（多くは政治的経験がなかった)、お互いのことを知り、立場を

理解し、全体としては自分たちの新しい役割の機会よりもむしろその限界を見

出した年となった。その結果、かなりの不満が蓄積されて、しばしば危険な状

態に陥ったが、その劇的な展開が首相の不信任投票となった?)。

(3)初代首相の辞任

ウェールズ議会の初年度は、2000年２月９日、初代の首相（FirstSecre‐

７JohnOsmond，‘AConstitutionalConventionbyOtherMeans：TheFirstYearofthe

NationaIAssembyfbrWales,、inRobertHazeⅡ(ed.)，ｍｈｅＳｔｑｔｅａｎｄＺｈｅノVnZi"s-7ｿｉｅＦＹｒｓｔ

ｙｂａｒｑ/D2uolmio几i〃ﾋﾉｈｅＵ》ljteUfKi"g[１０m,ImprintAcademic,2000,ｐｐ､37-39.
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tary）であったアラン・マイケルの辞任という重大な局面に直面した。それ

まで議会の活動は、ウェールズの視点を表明する自由を求めるよりもむしろ、

英国との関連の中で地域分権を運用するのが不可欠であるという考えにとらわ

れていた。議長のエリス・トーマス卿（LordIDlis-Thomas）は、不信任投票

後に、いみじくも「これが分権の第一歩である」と述べた。

マイケル首相を拒否した直接の理由は、西ウェールズとヴァリーの両地域を

ＥＵが支援するための財務省の対等財源問題に関して長く続いた論議だった。

しかしこの論議は、鯵積する根本的な不満の口実であった。根本的な不満とは、

マイケルのリーダーシップのスタイルと性質についてであった。とりわけ肝心

の地域分権そのものに対する立場が暖昧だったことである。しかも彼は、ウェー

ルズにおける地域分権の論議は、1998年ウェールズ政府法で決着したと再三、

強調したことが反発を招いた。彼は語った、「われわれは地域分権の論議に決

着をつけた。ウェールズ人は決着がついたと思っている」と。しかしその直後

に、彼は矛盾した言葉を述べた。「地域分権は自らの権利の場所であるが、こ

のことはそれが静態的であることを意味するのではない。私は決して、動態的

な地域分権が良いとは思わない｣8)。と。こうした矛盾や暖昧さが労働党内部

にも不満を募らせていった。すなわち、今回、実施されたウェールズの地域分

権では、とりわけスコットランドと比較したりして、直ちに不平や不満が続出

してはいるが、マイケルは安定性と継続性の一定の期間が必要であることを強

調したのだった。だがこうした彼の姿勢は、ウェールズ省大臣として彼の前任

者で「ウェールズ分権の創設者」でもあるロン・デイヴイス（RonDavies）

が絶えず強調した主張とは対照的であった。デイヴィスは、「分権は過程であ

り、決着済みの出来事ではない……分権の過程は我々が自らの決定を下し自ら

の優先順位を決めることを可能にする。それが重要な点である」と述べた，)。

sA1unMichael,ＴｈｅＤｒｑｇｏ〃or１０匹７，００７芯C2pWbu｣PbJjtics/b「αjVbuMWlmJzmmi几Wbles，
InstituteofWelshPolitics，UniversityofWa]es，Aberystwyth，Novemberl999．
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しかしマイケルにとっては、決着済みであると同時に、動態的であるようにみ

えた。

彼はまた、ウェールズがＥＵの枠内でより大きな自治を獲得するというウェー

ルズ国民党の考えをほとんど無視した。

「ばかなことをいってはいけない。ヨーロッパ内の自治政府は選択肢には

ない。ＥＵはまだ構成国の連合体である。ヨーロッパのわれわれの相手国

は、英国内で小国家が増殖すること、すなわち仲間の国のバルカン化を望

んではいない。……強い英国の中の強いウェールズーそれが分権の目的で

ある｣'0)。

マイケル首相の不信任投票は賛成31反対27棄権１（労働党）で可決され、後

任の首相には同じく労働党のＲ，モーガン（RhodriMorgan）が指名された。

モーガンはこれらの政治的基本構造上の問題に関して、前首相とは根本的に異

なった考えを打ち出した。首相に選出された夕方のスピーチで、彼は「地域分

権の過程は、ウェールズとスコットランドと北アイルランドがより大きな自決

に向けて、異なった速度で進行している途上にある」と述べた。そしてさらに、

10年以内でそれらの権限を裏付けるために、英国には成文憲法が必要になると

予測した。またヨーロッパにおけるウェールズのあり方の問題について彼はもっ

と断固とした姿勢を示した。これは、2000年に６カ月間、フランスからウェー

ルズ国古図書館へ、１５世紀にイングランド支配に反乱を企て、フランスの支援

を要請したオウェン・グリンドウル（OwainGlyndwr）のペナル・レター

(PennalLetter）と印璽が里帰りした時の彼の発言で明らかとなった。

「ペナル・レターに述べられた政治的ビジョンは、600年前と同様に今日

でも有意義である。オウエン・グリンドウルは、一国家としてのウェール

９MikeMarinetto，‘ＴｈｅSettlementandProcessofDevoluti叩：Territorialpoliticsand

GovernanceundertheWelshAssemly･iPbJiticロノStudies，VOL49.2001,ｐ､318．

IDA1unMichael，ｏｐｃｉｔ．
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ズについて自らのビジョンを述べていた－将来の国家としての存続を、単

に隣接するイングランドだけでなく、ヨーロッパとの脈絡に依拠する￣国

家として。彼のビジョンは組織化された諸制度を擁していて、その中には、

そうした国家の諸制度を若者が運営できるように訓練する北部および南部

の大学が含まれていた｣ID。

「オウエン・グリンドウルは、ウェールズの全地域からの代表を擁して

いて、適切に組織化された社会に統合された国家を願っていた。彼はヨー

ロッパとの脈絡でウェールズの未来を構想していた。……６世紀が経過し

て、われわれは再び、この脈絡について考え始めている｣卿。

過去50年に及ぶウェールズの労働党支配の特質に反して、これらの言葉に投

影された民族主義的感情に多くの人々が驚いた。それはモーガンが今後、ニュー．

レイパーあるいはオールド・レイパーとしてよりも、ウェールズ人としてのア

イデンティティを確立しようとする決意を反映していた。

マイケルの首相辞任とモーガンの後継をめぐるメロドラマは、ウェールズ政

治を捉える絶好の機会としてすばやく認識された。確かに、議長がいち早く言

及したように、民主政治の実践であった。しかしもっと根本的には、ウェール

ズに潜在する政治文化の変化を示した。敷居は跨がれたのである。これはロン

ドンの支配に対する反対という関連だけではない。不信任投票はウェールズ政

治の内部にも重要な変化を生じたのである。その内部の変化が最も明白に表れ

たのが、議会における労働党グループ内においてであった。マイケルが与党側

の信任を失った時に、最終的に彼の首相としての地位は持続できなくなった。

結局、労働党グループ内で分裂したのである。どのような経緯でそうなったの

か、そして2003年５月に予定されている次の議会選挙に至るまでの期間に、そ

の余霞はウェールズ政治にどんな影響を及ぼすのかが、ウェールズ分権自体の

'lJohnOsmond，ｏｐｃｉｔ.，ｐ､４１．

１２１bid，ｐ､4Ｌ
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たどる道程を決定することになるだろう'3)。

（４）行政

初めてのウエールズ議会選挙の結果、総議席60のうち労働党が28議席を占め

て最大勢力の政党となったが、全般的な支配力をもたなかったことが、政府の

特質を決定づけた。新生スコットランドのように連立政権の道を選択せず、労

働党は独力で少数派政府として統治することを決意した。なぜならウェールズ

国民党（17議席)、保守党（９議席)、自由民主党（６議席）のいずれも労働党

に替わって緊密に結びつく政権の場を形成することができなかったからである。

要するに、諸野党間の溝が深かったのである。だが一方で、すぐに明らかになっ

たのは、野党勢力が少数派政府の政策を否決すべく結束するようになる争点

(とくに農業に関して）が数多く存在することだった。

それにもかかわらず「開かれた政府」とか「包括性」（inclusivity）といっ

た論理を展開して、マイケル労働党政府はあたかも多数派政権のように運営し

ようとした。一例を挙げると、1999年10月、諸野党は結束してクリスティン・

グウィザー（ChristineGwyther）農業大臣に対する非難動議を可決した。そ

の理由は、英国中央政府やブリュッセルの当局者に比べて《彼女がウエールズ

の農家のための牛加工支援計画についての効果的な交渉に失敗したためである。

だがマイケル首相はこれを無視し、グウィザーの辞職を拒否した。このことが

保守党にマイケル政権全体に不信任動議を提起させるきっかけとなった。保守

党党首のニック・ボーンは次のように明言した、「その動議は議会がどのよう

に運営されるのかを問いかけるために提起されたものである。少数派政権はあ

たかも多数派政権であるかのどとくふるまって、その対応に失敗した」と'4)。

アラン・マイケルに対する不信任決議は、こうした行政のスタイルがもはや

I3Ibidopp,41-42.

101bid，ｐｐ､42-43.



政策科学・国際関係輪集第六号（2003）10

受け入れられないことのシグナルだった。それはかつてのウェールズ省体制が

初めて根本から挑戦を受けた瞬間でもあった。新しい形の責任と異なった政治

文化が確立された。次期首相の指名が決まった本会議での演説で、ロドリ・モー

ガンは自らこのことを認めた、「首相の選任を議会恒例の血をみるスポーツに

してはならない｣'5)。

モーガンの首相就任の直後に採られた方策は、スコットランドのような連立

政府ではなく、もっと大陸的で非公式な、モーガン政府とウェールズ国民党の

共生体制であった。その最初の成果は、労働党の政策文書、「より良きウェー

ルズへ」（ABetterWales）をめぐる協定であった。それは当議会の貿任範

囲を超える2010年までの政府の長期的政策を立てたものだった。文字通りに受

け取れば、とくに保健や教育の分野でその文書は遠大であった｡もっとも経費

の裏付けや時期の特定がないので、その大半は宣言調で願望の表れであったが。

しかしながら３カ月を要した話し合いの後に、2000年５月にその最終版が刊行

された時、新しい要素は20項目の「メイド・イン・ウェールズ」政策を表明し

た３ページの序説が挿入されたことだった。これらの政策はウェールズ国民党

と労働党の交渉の所産である。だがこの序説以外の本体を、本質的に労働党の

哲学と全般的なアプローチを包摂しているとみなして、ウェールズ国民党は是

認しようとはしなかった。冒頭のVision,において「２言語使用の恩恵」を促

進すると同時に、「若者たちが暮らし、働き、質の高い生活を楽しみたいと願

う」ウェールズを創り出すという公約が織り込まれた。その後に続く20の公約

の中で、ウェールズ国民党は重要性と緊急性を要する７項目を以下のように主

張した。

・中小企業の創出と成長を促すために、2000年12月までに開発基金を創設す

る。

１５１bid.，ｐ43.
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。遅くとも2000年秋までに適切な地域開発計画とウェールズ地域経済の多様

性支援策を創出する。

・ウエールズ学士号の概念を構築し、資格要件の全体枠組みを整序するため

に、その調査研究を早期に委任する。

・持続可能な発展と環境の質に密接につながる新しい全国的計画の枠組みと、

エネルギー、廃棄物、クリーン・テクノロジーの持続可能な発展のための

機会創出についての単一の所信を作成する。

・ヨーロッパにおいてより強力な存在となるためのウェールズと世界プログ

ラム、覚醒プログラム、ウェールズ・ディアスボラとの新たな絆、より広

い世界で活動するための新しい機会を実現する。

・全ての議会支援団体や現在の配分枠組みを調査検討する迅速なプログラム

を作成して2003年３月までに完成させる。

・今後２年間にわたって公平性を確保し、より大きな効率と協調を推進する

ために、現在の助成金方式を再検討する'6)。

これらの公約の詳細について、両党間で公式の討議がなかったことは注目に

値する。労働党財務大臣のエドウィナ・ハート（EdwinaHart）とウェール

ズ国民党の政策部長のキノッグ・ダフィス（CynogDafis）間の交渉で調整

された。モーガン政権の非常に早い時期でのこの交渉は、2003年までの少数派

政府が存続するためのパターンを確立したと結論づけてもよいだろう。その後、

自由民主党との連立政権が2000年10月に実現したが、もっと実質的で公的な

｢パートナーシップ協定」つまり連立は、ハイレベルでの密室の交渉によって

同様の作業がなされた。交渉に２カ月以上もかかったこの協定はウェールズ議

会の責任の範囲を超えた多くの政策を含んでいた。主要な公約は、７才以下の

学童への無料ミルク、ＮＨＳ薬代自己負担分の凍結、2002年から年金受給者は

Ｉｓｌｂｉｄ，pp43-44．
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ローカル・パスを無料にする法律の制定、であった。しかしながら地域分権に

関して長期的にみれば重要なのが、2002年初めに蟻会の権限や選挙制度を検討

する独立委員会を設立するという公約であった。ロン・デイヴィス議員は、

｢客観的に見れば、次の論理的な段階は立法権である」と指摘した、。

2000年10月の労働党と自由民主党の連立内閣は９名の大臣と５名の副大臣

(以前は３名）によって以下のように構成された。（首相）ロドリ・モーガン、

(副首相／経済開発大臣）マイケル・ジャーマン（自民)、（事業運営．Ｅコマー

ス大臣）アンドリュー・デイヴイス、（財政・コミュニティ大臣）エドウイナ・

ハート、（教育・生涯学習大臣）ジェイン・デヴィッドソン、（文化・ウェール

ズ語・スポーツ大臣）ジェニー・ランダーソン（自民)、（環境・計画・運輸大

臣）スー・エセックス、（地方問題大臣）カーウィン・ジョーンズ、（保健・社

会事業大臣）ジェイン・ハット、（経済開発副大臣）アラン・ピュー、（地方政

府副大臣）ピーター・ブラック（自民)、（保健副大臣）プライアン・ギボンズ、

(地方問題・文化・環境副大臣）デリス・エヴァンス、（教育・生涯学習副大臣）

ヒュー・ルイス１８)。

民主化の地域分権が開始されるまで、ウェールズ省（WelshOffice）の行

政機樹は主として政策形成に従事していたわけではなかった。むしろその主要

な役割は行政的管理・運営であり、責任範囲内のサービスを効果的に配分し、

中央政府の指令を各地方の実情に合致するように調整することであった。ウェー

ルズ議会の出現によって、この行政機構は以下の主として３点でその役割が実

質的に大きく変わった。

・政策プログラムを作成し遂行する面でウェールズ内閣を支援しなければな

らない。

ｌ１ＪｏｈｎＯｓｍｏｎｄ１･InSearchofStability-CoalitionＰＣ]itにsintheSecondYearofthe

Nationa］AssemblyforWales,，inAlanTrench(ed〕，ｍ/ｉｅＳＣａＣｅｑ／ChejVtZtjO"８２〃ｊ－ｍｅ

Ｓ2℃｡"ｄＹｂａｒＱ／Deuolutjoni几ｔｈｅ〔ﾉﾚliZed磁"ｇｄｂｍ,ImprintAcademic,2001,ｐ､１６．

１０１bid.，ｐ17.
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・ウェールズ政府法の下で政策形成過程に統合されるより広範な議会委員会

制度、とくに主題委員会（theSubjectCommitees）を支援しなければな

らない。

・WelshOfficeはもはや中央省庁の一部であるウェールズ省ではなくなっ

た。しかしながら政策発案を維持し、提起された関連する新しい第一次的

立法がウェールズに関してはウェールズ議会に権限を与えることを確保す

るために、中央省庁との密接なつながりを確立しなければならない'，)。

こうした分権立法の創始者たちは、行政府と一般議員が政策形成や討議や決

定などで協調すると考えていた。このことは主題委員会を設立したウェールズ

法に反映されている。だが実際に行政府が統治し、一般議員たちの影響力は限

られていた。一方、ウェールズ行政府は政策決定を支援するその新たな役割を

展開していた。主な焦点は、最初の議会選挙に先立って、1998年11月、前事務

次官のレイチェル・ロマックス（RachelLomax）によって設立されたポリシー・

ユニット（thePolicyUnit）だった。その最初の仕事のひとつは、ＮＨＳウェー

ルズの実績調査だった。議会が進展すると、ポリシー・ユニットは未来の課題

や議会の職務領域に及ぶ作業に再度、焦点を合わせ始めた。議会の第１会期が

閉じると、内閣事務局や中央政策戦略計画機構や報道理事会を合体する内閣府

(CabinetExecutive）を創設する計画が検討された。同時にポリシー・ユニッ

トの規模は２から６に拡大した。この主流をなす公共政策の供給源に加えて、

首相はその執務室に労働党関連の顧問４名から成るチームをもった。Ｒ・モー

ガンは公開競争の後にm４名の特別顧問を任命を発表した－この種の職務がこ

のような形で任命されたのは、英国で初めてだった。

‘開かれた政府，をめざす彼の努力の一端であった。もうひとつの努力の現

れは、６週間遅れで議会のウェプサイトに掲載する内閣議事録の公開であり、

K9JohnOsmohd，2000,ｐｐ､44-45.

201bid.，ｐ､45.
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2000年３月13日の閣議からスタートした20)。

（５）議会

主題委員会は、議会運営の“機関室”となることが期待されていた。1998年

ウェールズ政府法の条項によれば、主題委員会が３つの役割を担うことを想定

していた。すなわち、行政への説明責任の要求、政策形成、下位もしくは第２

次的立法への対処である。だが初年度の現実は、その多くが任務の特質や範囲、

委員長の個性、閣僚自体の姿勢といった状況に大きく左右された。全体的にみ

て、どの主題委員会も個別の質問以外に、包括的な形で執行部に対して説明責

任を求めることはなかった。むしろこれは本会蟻においてきわめて効果的に行

われた。さらには、政策形成にも従事しなかった。むしろ主題委員会はその政

策領域についてはるかに多くの情報を発生させ、一般的な形で政策の開発に寄

与したといえる。そしてまた、第２次的立法についてはたまにしか考慮しなかっ

たし、ましてやその改善など論外であった2,．

委員会の実効性を制限した組織上の問題点は、会合の頻度である。一般的に

２週間に１回、３～４時間だけ開催された。初年度では委員会は火曜日と木曜

日の午前中に開かれ、時間配分は、議会の会合が全体として午後５時半を過ぎ

てはならないという厳しいルールによって決められた。このルールは、議員た

ちが「家族と友好な関係」（Tamily-friendly'）の時間帯で勤務すべきである

という前提条件に対応したものである。どれくらいこれが維持できるかわから

ない。すでに例えば、政党グループが委員会での方針.を決めるための事前会合

が早朝に、時には午前７時半に始まっている。「家族との友好関係」は代表民

主制の敵であることを証明している事例であろうと、ウェールズ問題研究所長

のジョン・オズモンド（JohnOsmond）は述べている220。

aIIbid.ｐｐ４７．

２２１bid.，ｐ48.
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しかしながらこれらの委員会は、初年度において議会の予算作成過程で重大

なインパクトを与えることができた。８０億ポンド（約１兆4,400億円）の包括

補助金を、保健、教育から経済開発や農業に至る様々な機能に配分する新たな

予算過程で、ウェールズでは全く新しい政策過程が生じた。その過程は毎年６

月に始まり、１０段階の諮問と討議を経て、翌年の２月に終了する。ウェールズ

省の時代では、予算過程は密室で大臣と副大臣と省幹部の間で進められたのに

対して、今やその過程ははるかに透明になり、広範な論議に対してオープンに

なった。予算に関する最初の本会議の質問で、委員会が提出した公式の33の予

算勧告のうち、予備草案予算（thePreliminaryDraftBudget）は29勧告を

受入れ、２勧告を部分的に受入れ、２勧告を受け入れなかったと、エドウイナー・

ハート（EdwinaHart）は述べている。予算配分が、いくつかの課題につい

ての委員会の優先順位をどの程度、反映するのか、については意見が分かれる

が、委員会の見解は財源の配分に影響を及ぼしているように思われる麹)。

だがこの予算といくつかの事例を除けば、議会の最初の会期間に主題委員会

が執行部に決定的な影響を及ぼした機会はほとんどなかった。主題委員会と執

行部の間の当初の小競り合いから得られた教訓が二つある。ひとつは委員長が

政府と異なる見解をもつ場合の方が、委員会は影響力を及ぼしやすいというこ

とと、もうひとつはＥＵの「目標１」基金とか教育職業訓練活動計画とかのよ

うに、比較的に明確で単刀直入な争点に対処する場合に、委員会はチャンスに

恵まれるということである。行政部局から委員会に届くブリーフイング・ペイ

パーは膨大な分量になる。そして議員たちはその時間とエネルギーの大半を主

題委員会に割かれる。委員会は公的には政策の開発と遂行に対処するので、結

果的に全議員60名の大半にとって、ウェストミンスター的な意味で平議員

(backbenchers）の席はない。２名の議長職、９名の閣僚、３名の副大臣を除

２３１bid.，ｐ４８．
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く46名の平議員たちは、ウェストミンスター議会では約500名の議員たちの注

目を吸収する範囲の主題をカバーしなければならない2ｲ)。

討論し審議する議場としてウェールズ議会が直面する諸問題について、２０００

年１月、ロン・デーヴィスはウェールズ・ガヴァナンス・センターにおける講

演で次のように要約した。

・議会が直面している広範な国家基本構造上の問題点に関して、全体的に討

議するメカニズムがない。

・本会議で行う全体的な決定の真のプロセスがない。そのために議会全体と

しては自らのアイデンティティがほとんどない。議会はまたウェールズを

代表する代弁者であるが、英国議会や地域分横が実施された他の議会との

重要な関係やつながりを形成できていない。

・権限が次第に少数者の掌中に集中してきている。執行部の活動への効果的

な監視と政策決定の遂行の両面において、執行部は主題委員会の役割を軽

視する傾向がある。ウェールズ議会は委員会モデルか内閣モデルもしくは

委員会対内閣モデルか、というように設計されていたのではない。それは

内閣と委員会の混合モデルとして設計されていて、関与者全ての権利と責

任が関与者全てによって認識される場合に、議会は最も効果的に運営され

るだろう。

・議会全体として政策形成を行う効果的な場がない。議会自体から発せられ

る政策イニシアティブがほとんどない。現在の政策は、英国政府や地域分

権以前のウェールズ省の政策である。

・行政府は少数政党との１回限りの協定に基づいて、その場限りの運営を行っ

ている。しかしながらこうした協定は情報公開のオープンな論議の上で成

立したのではなく、その存在も公式には認められていない。これではとて

８０１bid，pp50-5L
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もウェールズ議会の既につまづいたイメージを立て直すことなどできな

い25)。

行政側からの圧力に対して議会の権利を擁護する役目は議長に託された。議

長は議会から行政を明確に分離するいくつかの方策を提示した。

（６）立法府としての議会

ウェールズ議会の立法的役割は、ウェストミンスター議会で制定された第一

次的立法を実施するだけにとどまらない。命令（Statutorylnstruments）や

他の第二次的立法を作成するだけでなく、地方レベルで公務員に政策を公表す

る回状を出す。こうした情報伝達はしばしば法令上の権限を行使する際の指導

を含み、またしばしば下位の立法権を行使する。だが最初の会期では、議会は

この役割について正面から取り組むことができなかった。指導的立場の議員は

ともかく、どれほどの一般議員が最初の６カ月間に、議会が20以上の命令を制

定し、約60の回状を発行したことを認識できていた疑問である。ウェールズ全

体に影響を及ぼす命令の取扱いは以下の３つのルートがある。

・完全な手続き：執行部が、提起された立法の効果とコストについて規定上

の評価を下す約90の段階を経由する。草案は関連する主題委員会にまわさ

れ、審議と執行部への修正の指示を経て、立法調査会にかけられ、最終的

に議会の議場で審議されるが、そこでさらに修正される可能性もある。

・議会の議場に送付される前の審議が立法調査会に限定される特急の手続き。

・執行部が議会に関係なく第二次的立法を通す権限をもつ緊急手続き。

初年度においては、議会によって審議された第二次的立法の大半は、３番目

の緊急立法のルートで対処された。これは、議会の委員会が最初の数カ月間、

何かとやるべき仕事が多すぎたためであろう。だがこうした状況が今後も続け

蟹Ｉbid・Ｉｐｐ５２－５３．
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ば、立法過程をより透明にして説明資任をもち、修正しやすくするという地域

分権の目的のひとつは失われるだろう。

最初の数カ月間にウェールズ議会が処理した命令の数は、実際には同一期間

におけるかつてのウェールズ省の処理と比べて少なかった。標準的な年でウェー

ルズ省の大臣は、約600の第二次的立法を作成する責任を彼自身と他の閣僚に

対して負っていた。だがこれらのうち、およそ100だけがウェールズのみに関

係していた。大多数がイングランドとウェールズの両者に適用され、その推進

力は英国の中央省庁であった。地域分権が施行されて以来、かつて両者に実施

された諸機能は、ウェールズに関してはウェールズ議会だけで実施される。そ

の結果、ロンドンの中央省庁はイングランドだけの立法を制定する。ウェール

ズは、新しい法律が作成されるイングランドとは異なった下位立法に依拠する。

その結果、ウェールズとイングランドの法制度は、‘地域分権の不履行，

（`devolutionbydefault,）と称されるプロセスの中で分離し始めている露)。

（７）政党

ウェールズ議会が発足した最初の会期は、全ての政党に大混乱が生じた。３

政党の党首が代わった。最初は保守党で、ロッド・リチャーズ（Rod

Richards）が1999年秋に辞任した。ロンドンの事件が警察沙汰になり、保守

党の威信を損なったという理由でだった。翌年２月、アラン・マイケルの辞任

の結果、労働党の党首も代わった。ウェールズ国民党のデュフィッド・ウィグ

リィ（DufyddWigley）が病気を理由に党首を辞任した後、後任として2000

年８月、アイアーン・ウィン・ジョーンズ（IeuanWynJones）が選出され

た。しかしながらもっと重大なのは、全ての政党がウェールズ議会の誕生によっ

て開放された新しい政治空間に適応する必要性に直面したことだった。最大

z6Ibid.，pp55-56．
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の試練にさらされたのは、政権を担いながら発足早々、首相辞任に追い込まれ

た労働党だった。この辞任劇で識会内労働党における３グループの存在が赤裸々

になった。ひとつはアラン・マイケル忠誠派でわずか５名の議員から成る。彼

らはウェールズ独自の政策課題を打ち出すことに警戒的で、ユニオニスト（英

国内のウェールズ）を強調する傾向が強かった。これに対して約14名の議員か

ら成る最大グループは、ウェールズ独自の政策を打ち出し、ウェールズ議会の

自治の拡大を指向するモーガンらの強力な地域分権主義者たちであった。この

両者の間に、約８名の議員から成る中間派ともいうべきもうひとつのグループ

がいて、両者の間を揺れ動いた。このグループは不信任投票以降、モーガン側

についた。2000年２月、労働党の新しい名称が決まり、ウェールズ国民党と対

照区別すべく、「ウェールズ労働党_ウェールズ生粋の政党」（WelshLabour-

theTruePartyofWales）となった。この名称が支持されるかどうかは、

新しい労働党政権が議会全体にのみならず、広範な有権者にもアピールできる

ような、保健、教育、経済開発といった生活に直結する分野で、革新的な一連

の諸政策を打ち出すことができるかどうかにかかっている27)。

ロドリ・モーガンが新首相になるように支援したので、ウェールズ国民党は

次の2003年の選挙で過半数を制するチャンスを逃したと、マスメディアは書き

立てた。確かに労働党が議会運営に成功を収めるほど、労働党は権力を保持す

るチャンスが増える。しかしながらウェールズ議会が実効性のなる組織体とな

ることの長期的利益の方が、自党の選挙上の展望よりも重要であるという見解

をウェールズ国民党はとった。現に両党の差異はほとんどみられない。ウェー

ルズ国民党の命運は、労働党が率いる議会の国家プロジェクトと密接に絡み合っ

ているので、その他の選択の余地はない。

議会の中でウェールズ国民党が現在、抱えているディレンマは、連立政治へ

２７１bid.，ｐ､61.
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の姿勢である。比例代表制とウェールズ政治の選挙算術からみれば、この連立

政治が早晩、不可避となるだろう。第２政党として、そしておそらく将来は最

大政党となるとみられる政党として、この件で現実的な選択を迫られることに

なるだろう。実際、アラン・マイケルの辞任後、ウェールズ国民党の一部はもっ

と強力にして将来、第一党になるために、たとえ拒否されても労働党に対して

連立を申し込むべきであると主張した。またＥＵの進展をにらみながら、この

ところ「独立」の主張が微妙な表現となっている。

ウェールズ保守党の党首は、ロッド・リチャーズからニック・ボーンに代わっ

た。前者が保守党のユニオニスト的性格を強調しようとしたのに対し、後者の

戦略は保守党がもっと独自色の強いウェールズの政党としての位置を取り戻す

ことであった。議会の最小グループである自由民主党は、労働党やウェールズ

国民党に対して開放的な態度で、より広い基盤のプロジェクトを展開するより

もむしろ特定の介入によってその独自性を打ち出そうとした。全党のなかで自

民党は協働的政治（collaborativepolitics）に最も好意的であり結果的に２閣

僚ポストを得て今のところ、その存在を十分アピールできている鯛)。

（８）世論とマスメディア

ウェールズの世論は、新しい政治制度と手続きに対して、不満を抱きながら

も一定の評価をしているといえよう。2000年７月のＨＴＶ調査によればＷウェー

ルズ議会が発足して１年になるが、これからどうあるべきか」の設問への回答

は、「現状維持」が28％、「立法権をもつべき」が43％、「失敗だから廃止」が２３

％、「わからない」が６％だった2,)。

ウェールズ議会が直面した困難性のひとつは、それがウェールズ国民の日常

生活から隔離されていることである。この理由の多くは、例えばスコットラン

ヨIbid.，pp60-61

2，Ｉbid，ｐ､66.
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ドと比べて、ウェールズには議会の活動状況を逐次、報告して関連や説明を加

える質の高い全国紙が存在しないことによる。ウェールズの朝刊紙は、ウェス

タン・メイル紙（WBsterlzMD妙平日紙.57,035部数）とデイリー・ポスト

紙（ＤａｉｌｙPost：平日紙・北ウェールズで46,233部数）の僅か２紙しかない。

首都カーディフにおけるウェスタン・メイル紙の発行部数はせいぜい6,000で

ある。ウェールズで圧倒的多数が講読する新聞はロンドン発行紙であり、それ

も特にタプロイド紙である。これらにはウェールズ関連の記事はほとんど掲載

されず、ましてやウェールズ議会の活動状況などを報道するはずがない。１９９９

年９月、ウェルシュ・ミラー（ＷｂｌｓﾉiMJrmor)紙の発行開始によって、ウェー

ルズ報道の範囲がかなり拡がった。だが「記録紙」的な新聞によってウェール

ズ議会の活動状況が逐次、報道されているとはいえない。ウェスタン・メイル

紙がそれに近く、しばしば１日に１ページを議会の活動と出来事に割いている。

だが内容の大半は、人物の記述や人間の利害関係についてである。コラムには

分析や論評はほとんど見当たらず、議会で進行中の重要なプロセスを理解する

手だてとなるような記事もほとんどない。だから例えば、３野党の経済スポー

クスマンが署名した「目標１」対応基金に関する合同文書が、首相の不信任決

議につながるだろうという内容などはウェールズ紙では言及されないままで、

その出来事の数日後、ウェールズ・オン・サンデイ（ＷｔＭｅｓｏｎＳｕ几day）紙

が過去の出来事として言及しただけであった30)。

ウェールズの３テレビ局（ＢＢＣウェールズ、Ｓ４Ｃ、ＨＴＶ）は新聞より

もはるかに多くの視聴者をもち、地理的範囲もはるかに広い。またこれらの地

元テレビ局は、議会の取材報道のために相当な投資を行なった。各局が議会の

中にニュース・スタジオを設け、ラジオやテレビのニュース番組は全てのチャ

ンネルで議会の活動を十分に報道している。加えてＳ４Ｃはニュース番組専用

副Ｉbid､Ｉｐ６７．
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のデジタル・スペースをもち、その一部は議会活動の生放送に当てられている。

このように確かに、かなりのスペースが議会の討論や人物に当てられる。しか

し新聞と同様の限界が放送メディアにもある。どれほど広く放送されても、放

送メディアが争点や出来事のより深い意味につながる脈絡や理解を提供するの

は難しい。これは活字メディアの領分なのであるが、ウェールズでは前述した

ようにしばしば空白となる。

アラン・マイケルの不信任動議と辞任によって、ウェールズ議会は初めて、

ロンドンの新聞やテレビの脚光を浴びた。ロンドンのジャーナリストたちが大

挙して押しかけ、その出来事にドラマ感覚を大いに加味した。ウェールズのテ

レビやラジオは実際、それらの報道の報道に追われ、いわば国境を越えてやっ

てきた取材陣にその感想を頻繁に問いかけた。それも進行中の政治自治体につ

いてではなく、カーディフ湾の現地そのものについての感想を。マイケル辞任

はロンドン発行紙の１面記事となり、論説でもたびたび解説された。だがロン

ドンのテレビや新聞の注目の主な焦点は、ロンドン自体へのインパクトとり

わけウェストミンスターヘのインパクトだった。例えば、ブレア首相が地域分

権政策の統率力を失うのではないか、来るロンドン市長選挙に影響を及ぼすの

ではないか、といった関点からの報道だった。しかしながらウェールズ自体へ

のインパクトについて考察した記事もいくつかあった。例えば、タイムス紙の

社説は、「マイケル氏は、自分に反対する野党勢力を結集させただけでなく、

カーディフにもっと権限が委譲されるべきであるという要求をかきたてた」と

論評した。だがロンドン、カーディフのいずれの発行紙も、この辞任劇の背後

で何が進行しているのか、についての新聞紙上の分析はほとんどなかった。特

に、労働党グループ内の分裂の拡大について全容を説明する記事は皆無であっ

た。

現在のウェールズのマスメディアがこうした重大な問題に総体的に対応でき

なかったし、またこうした問題を十分に理解し解釈できなかったと、Ｊ・オズ
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モンドは指摘する。テレビとラジオは比較的大きな情報源として有用であった

にもかかわらず、表面的な報道しかできず、この点に関して欠陥があったとい

う。ウェールズ議会誕生から１周年となった2000年５月６日、その評価をめぐっ

てさまざまな特集が新聞やテレビ、ラジオで組まれた。「ウェールズ議会はウェー

ルズ国民の生活に大きな変化をもたらすだろうという期待感があったが、結果

は外れだった」というウェスタン・メイル紙等の評価が支配的であった3D。

（９）地域分権施行の初年度

分権初年度の経験からいえるのは、ウェールズ議会を突き動かす大きな力と

なるのは、高尚な政体上の考察よりもむしろ、政策要求であるということであ

る。このことは、議会が責任を負う、経済開発から保健、教育、農業に及ぶ主

要な分野の全てにいえる。さまざまな事例の政策実現をめざす局面で諸々の葛

藤が生じたが、こうした経験から今後、ウェールズ議会は運用の自由の拡大、

裁量権の拡大、財源の拡大、そして不可避的に権限の拡大を求めていくだろう。

初年度のウェールズ議会は、スコットランド憲政会議のウェールズ版だった。

相対的に無力な制度が手探りで進み、その権限を確かめ、その未来に最も重要

になる問題を明らかにするプロセスに着手した１年であった。その間、明らか

になったのは、執行部の機能と立法部の機能を明確に分離して、ウェールズ議

会をできるだけ早く国会（parliament）の方向へと進展させるべきとする人々

と、不完全かもしれないが既存の構造をもっと効果的に運営することが何より

も大切であるとする人々の間での意見の対立であった。

しかしながら何よりも重要なことは、諸政党が現在の基盤でお互いを知るこ

とができ、分権のプロセスを前進させるのに必要な自信と信頼を築き始める場

を、ウェールズ議会が提供したことである32)。

311bid，ｐ６９．
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2001年に実施された英国国勢調査で「エスニシティ」の設問の回答欄に、

｢ウェールズ人」の項目が欠落しているのが判明して、ウェールズ議会の議員

たちが激しく非難し、ダウニング・ストリートを数千人が抗議運動をする騒ぎ

となった､)。ウェールズ人の民族意識は今後、強まりこそすれ、弱まることは

ないだろう。

鉤Ｉbid.．、/tehzd2pe"｡e几C，１０January2001．


